
【訂正】

4ページ「Ⅰ 本学の概要　2.本学の教育理念と使命　教育理念（1）教育研究上の目的」

誤

正

誤

正

誤

正

誤

正

156ページ「Ⅷ 学則および関連規程等　17.附属分子生体膜研究所規程　（改廃）第8条」

誤

正

この規程の改廃は、大学運営会議の議を経て、理事会で決定する。

2024年度学生便覧　訂正箇所一覧（薬学部・薬学研究科）

この規程の改廃は、大学運営会議研究推進委員会及び大学運営会議の議を経て、理事会で決定
する。

2　薬学部薬学科においては、医療人としての心豊かな人間性と倫理観を持ち、先進的な薬物
療法を探求するとともに疾病の予防・治療及び健康増進に積極的に参画する意識と実践力を備
え、地域に貢献できる薬剤師の養成を主たる教育研究目的とする。

2　薬学部薬学科においては、医療人としての心豊かな人間性と倫理観を持ち、先進的な薬物
療法を探求するとともに疾病の予防・治療及び健康増進に積極的に参画する意識と実践力を備
え、地域医療に貢献できる薬剤師の養成を主たる教育研究目的とする。

＜医学科＞　臨床医学　42単位以上

＜医学科＞　臨床医学　42単位

（２）大学又は短期大学に2年以上在学し、62単位以上を修得した者

（２）大学に2年以上在学し、62単位以上を修得した者

※は大学入学共通テスト利用入試受験者の検定料

96ページ「Ⅷ 学則および関連規程等　1.東北医科薬科大学学則　第2章　教育課程・授業科目・履
修方法　（履修単位）第9条」

99ページ「Ⅷ 学則および関連規程等　1.東北医科薬科大学学則　第5章　入学・編入学・休学・復
学・退学・転学・転科・除籍・復籍　（編入学）第22条」

110ページ「Ⅷ 学則および関連規程等　1.東北医科薬科大学学則　別表2-2　薬学部納付金一覧
（2024年度）」

※は大学入学共通テスト利用選抜受験者の検定料


